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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、少なくともその一方の表面上に設けた粘着剤層とを含む粘着シートであって、
前記粘着剤層が、
（１）アクリルエステル系モノマーと
（２）カルボキシル基含有重合性モノマーと
（３）重合性酸無水物モノマーと
の共重合体を含有し、粘着付与性樹脂を含有しない粘着剤からなることを特徴とする、耐
酸性雨塗膜を表面に有する被着体用である粘着シート。
【請求項２】
　前記共重合体として、前記カルボキシル基含有重合性モノマー及び前記重合性酸無水物
モノマーの合計量が、その他のモノマー合計量１００重量部に対して、１～３０重量部と
なる共重合体を用いる、請求項１に記載の粘着シート。
【請求項３】
　前記カルボキシル基含有重合性モノマーと前記重合性酸無水物モノマーとを、重量比で
１：０．０１～１００の量で使用して前記共重合体を生成する、請求項１又は２に記載の
粘着シート。
【請求項４】
　前記共重合体の重量平均分子量が４０万～１００万である、請求項１～３のいずれか一
項に記載の粘着シート。
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【請求項５】
　前記粘着剤が、架橋剤により架橋されてなる、請求項１～４のいずれか一項に記載の粘
着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘着シートに関する。本発明による粘着シートは、特には、耐酸性雨塗膜を
表面に有する被着体（例えば、自動車用の耐酸性雨上塗り塗膜）に対して優れた接着力を
有する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の車体表面には、トップコートクリアーや上塗りソリッドなどの上塗り塗料を塗
布して、車体を保護し、外観を維持している。この自動車用上塗り塗料は、１９８０年代
において耐候性が最重要課題とされていたため、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ある
いはアルキッド樹脂をメラミン樹脂架橋剤によって焼付けて硬化させる方式が主に利用さ
れ、高品質の塗装が提供されていた。
　しかしながら、１９８０年代後半から１９９０年代に入ると、酸性雨の出現により、メ
ラミン樹脂硬化系塗膜にはシミやエッチングの被害が顕著に現れるようになり、その原因
がメラミン樹脂の加水分解と考えられることから、自動車用上塗り塗料としては、加水分
解を受けない架橋構造を有する塗膜を形成する塗料の研究が精力的に開始された。その結
果、次々に新しい塗料が開発され、例えば、酸無水物ハーフエステル／水酸基／エポキシ
樹脂系塗料（マックフロー：日本ペイント）や、エポキシ／シラノール基／水酸基系塗料
（ＥＳＣＡ：関西ペイント）が実用化されている（非特許文献１）。
【０００３】
　一方、自動車の車体表面には、従来から種々の粘着テープが貼着されている。例えば、
ドアサッシュ用テープ、塗料テープ、マーキングテープ、エンブレム用粘着テープ、又は
ストライプテープなどの外装テープ、あるいは耐チッピングウレタンフィルムなどの車体
や塗膜の保護テープである。
　こうした粘着テープは、トップコートクリアーや上塗りソリッドなどの自動車用上塗り
塗膜の上に粘着剤層を付着させて貼着され、粘着剤としては、１９８０年代から（メタ）
アクリルエステル系粘着剤が使用されてきた。ところが、自動車用上塗り塗料として耐酸
性雨塗料を用いて形成された耐酸性雨塗膜に対して従来の粘着テープを貼着すると、接着
力が不充分なためボデーの曲面から浮き剥がれてしまう接着不良が観察されるようになっ
た。これは、従来の粘着テープに使用されていた粘着剤では、耐酸性雨塗膜に対して充分
な粘着力を示すことができないためである。
【０００４】
　このような耐酸性雨塗膜に対して充分な接着力を示す粘着剤の提案は、従来は、ほとん
ど行われていない。わずかに、１９９３年の優先権主張日を有する特開２０００－９６０
１２号公報（特許文献１）に、（メタ）アクリレートエステル〔例えば、ｎ－ブチルアク
リレート又は２－エチルヘキシルアクリレート〕と、塩基性共重合性モノマー〔例えば、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド〕と、場合により酸性モノマー〔例えば、（メタ）アク
リル酸又はマレイン酸〕と、架橋剤とから形成される共重合体を粘着剤として含むフォー
ムテープが紹介されていた程度である。
　従って、耐酸性雨塗膜に対して充分な接着力を示す種々の粘着剤の開発が、従来から望
まれていた。
【０００５】
【非特許文献１】機能性塗料の新展開（編集：株式会社東レリサーチセンター調査研究部
門，発行：株式会社東レリサーチセンター）第２７－３９頁
【特許文献１】特開２０００－９６０１２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明者は、現在実用化されている耐酸性雨塗膜に対して充分な接着力を示し、三次曲
面を有する自動車のボデー等に貼付しても、浮き剥がれを生じない粘着シートを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、本発明は、
基材と、少なくともその一方の表面上に設けた粘着剤層とを含む粘着シートであって、前
記粘着剤層が、
（１）アクリルエステル系モノマーと
（２）カルボキシル基含有重合性モノマーと
（３）重合性酸無水物モノマーと
の共重合体を含有し、粘着付与性樹脂を含有しない粘着剤からなることを特徴とする、耐
酸性雨塗膜を表面に有する被着体用である粘着シートに関する。
【０００８】
　本発明の好ましい態様においては、前記共重合体として、前記カルボキシル基含有重合
性モノマー及び前記重合性酸無水物モノマーの合計量が、その他のモノマー合計量１００
重量部に対して、１～３０重量部となる共重合体を用いる。
　また、本発明の別の好ましい態様においては、前記カルボキシル基含有重合性モノマー
と前記重合性酸無水物モノマーとを、重量比で１：０．０１～１００の量で使用して前記
共重合体を生成する。
　更に、本発明の別の好ましい態様においては、前記共重合体の重量平均分子量が４０万
～１００万である。
　更にまた、本発明の別の好ましい態様においては、架橋剤を加えて前記共重合体を生成
する。
　更にまた、本発明の別の好ましい態様の粘着シートは、耐酸性雨塗膜を表面に有する被
着体用である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明による粘着シートは、現在実用化されている耐酸性雨塗膜に対して充分な接着力
を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明による粘着シートは、前記の通り、基材と粘着剤層とを含み、前記粘着剤層は、
（１）アクリルエステル系モノマーと
（２）カルボキシル基含有重合性モノマーと
（３）重合性酸無水物モノマーと
の共重合体を含有する粘着剤からなる。
【００１１】
　前記の粘着剤の形成に用いる「アクリルエステル系モノマー」には、アクリル酸エステ
ル又はメタクリル酸エステルが含まれ、エステル部分は特に限定されないが、例えば、炭
素原子数１～１８のアルキル基を挙げることができる。これらのアクリルエステル系モノ
マーを、１種又はそれ以上の組み合わせで用いることができる。
　前記アクリルエステル系モノマーの具体例としては、メチル（メタ）アクリレート、エ
チル（メタ）アクリレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）
アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔ
ｅｒｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｓｅｃ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ペン
チル（メタ）アクリレート、イソペンチル（メタ）アクリレート、ネオペンチル（メタ）
アクリレート、又はｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート、あるいは２－エチルへキシル（
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メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ｎ－ラウリル（メタ）アクリレ
ート、ステアリル（メタ）アクリレート、ｎ－ドデシル（メタ）アクリレート、又はｎ－
オクチル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
【００１２】
　前記の粘着剤の形成に用いる「カルボキシル基含有重合性モノマー」は、重合性の炭素
－炭素二重結合と、遊離カルボキシル基とを有するモノマーである。このようなモノマー
としては、具体的には、脂肪族不飽和モノカルボン酸、例えば、アクリル酸、メタクリル
酸、クロトン酸、又はイソクロトン酸、脂肪族不飽和ジカルボン酸、例えば、イタコン酸
、マレイン酸、又はフマル酸、あるいは、脂肪族不飽和ジカルボン酸モノアルキルエステ
ル、例えば、モノアルキルマレイン酸、又はモノアルキルフマル酸などを挙げることがで
きる。これらの中でも、本発明においては、特にアクリル酸、又はメタクリル酸を用いる
ことが好ましい。このようなカルボキシル基含有重合性モノマーは、一種単独で、又は二
種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１３】
　前記の粘着剤の形成に用いる「重合性酸無水物モノマー」は、重合性の炭素－炭素二重
結合と、ジカルボン酸の酸無水物部分とを有するモノマーである。重合性酸無水物モノマ
ーとしては、具体的には、無水マレイン酸、無水イタコン酸、又は無水シトラコン酸を挙
げることができる。
【００１４】
　本発明で粘着剤として用いる共重合体を構成するモノマーには、前記アクリルエステル
系モノマー、前記カルボキシル基含有重合性モノマー、及び前記重合性酸無水物モノマー
以外の共重合性モノマーとして、粘着剤に通常含まれている共重合性モノマー（以下、第
４の共重合性モノマーと称する）を含むことができる。第４の共重合性モノマーとしては
、例えば、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキ
ル（メタ）アクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミ
ノアルキル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ（メタ）アクリルアミド
、Ｎ，Ｎ－ジアルキル（メタ）アクリルアミド、アクリロイルモルホリン、スチレン、α
－メチルスチレン、アクリロニトリル、グリシジル（メタ）アクリレート、メチロールア
クリルアミド、ビニルピロリドン、ビニルメチルエーテル、エチレンオキサイド、（メタ
）アクリル酸グリコシルオキシエチル、酢酸ビニル、又は側鎖に脂環式エポキシ基をもつ
（メタ）アクリレートを挙げることができる。
【００１５】
　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体は、前記カルボキシル基含有重合性モノ
マー及び前記重合性酸無水物モノマーを、それらの合計量で、その他のモノマー（すなわ
ち第１のアクリルエステル系モノマーと第４の共重合性モノマー）１００重量部に対して
、好ましくは１～３０重量部、より好ましくは２～１５重量部、もっとも好ましくは４～
１２重量部の量で使用して生成することができる。前記カルボキシル基含有重合性モノマ
ー及び前記重合性酸無水物モノマーの合計量が、前記アクリルエステル系モノマー１００
重量部に対して（第４の共重合性モノマーを含む場合には、前記アクリルエステル系モノ
マーと第４の共重合性モノマーとの合計量１００重量部に対して）１重量部未満になると
耐酸性雨塗装に対する接着力が不十分になることがあり、３０重量部を超えると粘着剤層
の造膜性が大きくなり、転写塗工による粘着シートでは基材と粘着剤層との密着性が不足
し、被着体への貼り直しが困難になる。
【００１６】
　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体は、前記カルボキシル基含有重合性モノ
マーと前記重合性酸無水物モノマーとを、重量比で１：０．０１～１００、より好ましく
は１：０．１～１０、もっとも好ましくは１：０．２～５の量で使用して生成することが
できる。重合性酸無水物モノマーの比率が過剰になると、粘着剤層の凝集力が不足気味に
なり粘着シートの貼り直しで糊残りが起こる可能性が出てくるとともに、粘着剤層の造膜
性が大きくなり粘着剤層との密着性が劣るようになる。逆に比率が過小になると、耐酸性
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雨塗膜に対する接着力が不充分になることがある。
【００１７】
　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体の重量平均分子量は、特に限定されるも
のではないが、好ましくは４０万～１００万、より好ましくは４５万～９０万である。前
記の重量平均分子量が４０万未満になるとタック力が大きくなり、貼付直後の剥離力が大
きくなり貼り直し性に劣る場合があり、１００万を超えると、強固な粘着力（剥離強度）
が得られなくなる。
【００１８】
　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体は、通常の粘着剤に通常含まれている任
意の添加剤を含むことができる。添加剤としては、必要に応じて、本発明の目的を損なわ
ない範囲で、粘着剤の粘着力、凝集力、タック、分子量、分子量分布、弾性率、ガラス転
移点、及び／又は耐水性等の調整のため、別の粘着性ポリマー、可塑剤、増粘剤、酸化防
止剤、粘着付与性樹脂、顔料、染料、消泡剤、レベリング剤、シランカップリング剤、フ
ィラー、紫外線吸収剤、及び／又は防腐剤などを添加することができる。このような添加
剤の添加量は、それぞれの成分を添加する目的により種々選択可能であるが、前記共重合
体１００重量部に対して、好ましくは０．０１～２５重量部程度の割合で用いることがで
きる。
【００１９】
　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体においては、公知の架橋剤によって、前
記カルボキシル基含有重合性モノマーを部分架橋させるのが好ましい。架橋剤としては、
具体的には、例えば、トルイレン－２，４－ジイソシアネート、トルイレン－２，６－ジ
イソシアネート、トリメチロールプロパンアダクトトリレンジイソシアナート、トリメチ
ロールプロパンアダクトキシリレンジイソシアナート、トリメチロールプロパンアダクト
ヘキサメチレンジイソシアナート、キシリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソ
シアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート及びその水添体、ポリメチレンポリフェ
ニルポリイソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、ナフチレン－１，５－ジイソ
シアネート、ポリイソシアネートプレポリマー、若しくはオルトトルイレンジイソシアネ
ートに代表されるイソシアネート架橋剤、あるいはアルミニウムトリス（アセチルアセト
ナート）、アルミニウムトリス（エチルアセトアセテート）、若しくはエチルアセトアセ
テートアルミニウムジイソプロピレートに代表されるアルミニウムキレート化合物やチタ
ンキレート化合物などの金属キレート化合物、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，テトラグリシジルメ
タキシレンジアミン、若しくは１，３－ビス（Ｎ，Ｎ－ジグリシジルアミノメチル）シク
ロヘキサンに代表されるエポキシ架橋剤、トリメチロールプロパン－β－アジリジニルプ
ロピオネートに代表されるアジリジン架橋剤を挙げることができる。
【００２０】
　前記カルボキシル基含有重合性モノマーを架橋剤で部分架橋することにより、得られる
粘着剤の剥離強度、凝集力及びタックを適当な強さに調節することができる。架橋剤は、
前記のカルボキシル基含有重合性モノマーのカルボキシル基１モルに対して、好ましくは
０．０００１～０．８モル、特に好ましくは０．００１～０．５モルの割合で用いること
ができる。
【００２１】
　使用する架橋剤は、特に制限されるものではなく、適宜選択することができる。ただし
、無黄変粘着剤を形成させる場合には、芳香族基を含まない架橋剤、又は典型元素の金属
キレート架橋剤を選定するのが好ましい。架橋剤の使用量は、対象となる共重合体の種類
や、使用する架橋剤の種類によって適宜変化させることができ、例えば、架橋化基点間距
離によって適宜選択することができる。なお、芳香族基を有さない架橋剤や、典型元素（
非遷移金属元素）よりなる金属キレート架橋剤は経時劣化や加熱で黄変を起こしにくいた
め、着色を嫌う用途での使用が好ましい。このような用途としては耐チッピングウレタン
フィルムなどが挙げられる。
【００２２】
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　本発明で用いる粘着剤を構成する前記共重合体は、任意の重合方法、例えば、塊状重合
、溶液重合、懸濁重合、又は乳化重合によって調製することができる。
【００２３】
　本発明による粘着シートにおいて、基材上に設けられる前記粘着剤層の層厚は、好まし
くは１μｍ～３００μｍ、より好ましくは２μｍ～１５０μｍ、もっとも好ましくは５μ
ｍ～１００μｍである。
【００２４】
　本発明による粘着シートに用いる基材は、特に限定されず、通常の粘着シート用基材を
用途に応じてそのまま使用することができる。従って、基材としては、例えば、ポリエチ
レンやポリプロピレンに代表されるポリオレフィン樹脂、ポリカーボネイト、ポリエチレ
ンテレフタレート、若しくはポリブチレンテレフタレートに代表されるポリエステル樹脂
、あるいは、ポリ塩化ビニル、合成紙、ポリウレタン、熱可塑性エラストマー、熱可塑性
ポリオレフィン、エチレンメタクリル酸共重合体、アイオノマー、塩素化ポリプロピレン
、フッ化エチレン－プロピレン共重合体、ポリエーテルイミドなどからなるシート材料を
用いることができる。また、これらの単層品でも複層品でもよい。更に、これら基材に印
刷・印字用の易接着コート、汚染防止コート、又はグロス調整用の表面コートなどを設け
ることもできる。
　しかしながら、本発明による粘着シートは、耐酸性雨塗膜に対して優れた接着力を示す
ので、屋外で用いる被着体に貼着させる場合には、耐候性を有する基材、例えば、ポリウ
レタン、ポリ塩化ビニル、熱可塑性ポリオレフィン、又はアイオノマーからなるシート材
料を用いるのが好ましい。
【００２５】
　本発明による粘着シートにおいては、粘着剤層を設ける基材表面に化学的又は物理的処
理を施して、基材表面と粘着剤との接着力（キーイング力）を向上させることができる。
前記の表面処理として、例えば、プライマー処理又はコロナ処理を実施する。例えば、基
材としてポリウレタンを用いる場合にはポリカーボネイト系ウレタンプライマーで処理し
、基材としてポリ塩化ビニルを用いる場合には一級アミングラフトポリマーでプライマー
処理するのが好ましい。
【００２６】
　基材の厚さも特に限定されず、本発明の粘着テープの用途によって適宜変化させること
ができる。例えば、本発明の粘着テープを自動車のエンブレム粘着テープとして用いる場
合には、例えば、５００μｍ～１５００μｍ、より好ましくは８００μｍ～１２００μｍ
とすることができる。エンブレム粘着テープ以外の自動車車体用粘着テープとして用いる
場合には、例えば、１０μｍ～４５０μｍとするのが好ましい。エンブレム粘着テープ以
外の自動車車体用粘着テープとして用いる場合に、基材の厚さが薄いと、貼着適性が低下
して基材単独ではしわ等が入りやすくなるので、他のアプリケーションテープとの複合化
が必要になる場合があり、厚いと、３次曲面への追従性が悪化し、浮きが発生しやすくな
る。
【００２７】
　本発明の粘着シートの粘着剤層の保護や粘着シートの保管又は運搬のために、粘着剤層
面に剥離シートを積層することができる。
　剥離シートとしては、当業界において公知の任意のシートを使用することができ、例え
ば、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、又はポリアクリレートなどの各種樹脂からなるフィルムや、ポリエチレンラミ
ネート紙、ポリプロピレンラミネート紙、クレーコート紙、樹脂コート紙、又はグラシン
紙等の各種紙材を支持体とし、この支持体の粘着剤層との接合面に、必要により剥離処理
が施されたものを用いることができる。この場合、剥離処理の代表例としては、シリコー
ン系樹脂、長鎖アルキル系樹脂、又はフッ素系樹脂等の剥離剤からなる剥離剤層の塗布や
形成を挙げることができる。剥離シートの厚みは、特に制限されず、適宜選定すればよい
。また、片面に剥離処理を施した基材を用い、その反対面に粘着加工を行って、粘着面と
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剥離処理面を密着させたロールタイプとすることもできる。
　本発明の粘着シートが剥離シートを伴う場合、その剥離シートの厚みは、例えば、１０
μｍ～３００μｍであることが好ましい。剥離シートの厚みが薄いと転写塗工時に熱収縮
を起こしやすく、厚いとロール形状でトンネリングが発生し粘着剤面が荒れるほか、荷姿
が大きくなって保管が困難になる上無駄なコストアップを招いてしまう。
【００２８】
　本発明の粘着シートは、基材の一方の表面に粘着剤を直接に塗工する方法、あるいは、
剥離シートの剥離表面に粘着剤を塗工してから、その粘着剤層側を基材の一方の表面に貼
合して転写する転写塗工法によって製造することができる。ポリ塩化ビニルフィルムやウ
レタンフィルムなどの伸びやすいフィルムを基材とする場合は、通常転写塗工法が選択さ
れる。
　基材表面あるいは剥離シート表面への、粘着剤の塗布は、例えば、ナイフコーター、ロ
ールコーター、ロールナイフコーター、エアナイフコーター、ダイコーター、バーコータ
ー、グラビアコーター、又はカーテンコーターによって実施することができる。
【実施例】
【００２９】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００３０】
《剥離粘着力の測定》
　以下の実施例及び比較例において、粘着シートの剥離粘着力は、以下の方法によって測
定した。
　被着体としては、最表面に自動車用耐酸性雨クリヤー塗料が施してある塗装鋼板を用い
た。この塗装鋼板に、以下の実施例及び比較例で得られた粘着シートを、接着幅１０ｍｍ
で、表面を硬質ゴムで覆われたロール（３ｋｇ）を一往復することにより圧着し、標準環
境下（温度＝２３℃；相対湿度＝５０％）にて、万能型引張り試験機（ＴＥＮＳＩＬＯＮ
／ＵＴＭ－４－１００：株式会社オリエンテック）で１８０°剥離接着試験を２００ｍ／
分の剥離速度により行った。剥離粘着力の測定は、貼付から１時間(hour）経過後及び１
６８時間（１週間）経過後に行った。なお、自動車用耐酸性雨クリヤー塗料として、関西
ペイント社製：ＫＩＮＯ１２００ＴＷ及び日本ペイント社製：Ｏ－１８１０を用いた。
　なお、以下の実施例（特に、表１～表３）において、略号は以下の意味である。
ＢＡ：ｎ－ブチルアクリレート、
ＥＡ：エチルアクリレート、
ＶＡｃ：酢酸ビニル、
ＡＡｃ：アクリル酸、
Ｍ－ａｈ：無水マレイン酸、
ＭＡ：メチルアクリレート、
ＭＭＡ：メチルメタクリレート、
２ＥＨＡ：２－エチルヘキシルアクリレート。
【００３１】
《実施例１～８及び比較例１》
　基材としてポリエステル系ウレタンフィルム（厚さ＝３００μｍ）の片面を予めポリカ
ーボネイト系ウレタンプライマーで処理しておいた。一方、ポリエチレンラミネート紙よ
りなる剥離シート（リンテック社製：ＫＰＭ－１１グリーン：厚さ＝１８０μｍ）上の剥
離処理面に、表１に記載の共重合体１００重量部に対し、アルミニウムトリス（アセチル
アセトナート）０．２重量部（固形分比）を添加した粘着剤組成物を、乾燥後の塗布量が
５５ｇ／ｍ２となるように塗布乾燥し、その粘着剤面上に前記基材のプライマー処理面を
貼り合わせ粘着シートを作成した。
　耐酸性雨クリヤー塗料として関西ペイント社製、ＫＩＮＯ１２００ＴＷを施した塗装鋼
板に対する剥離粘着力を測定した。実施例６～８については、日本ペイント社製、Ｏ－１
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８１０を施した塗装鋼板についても剥離粘着力を測定した。結果を表１に記載する。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
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《実施例９及び比較例２》
　基材を、予め１級アミングラフトポリマー（日本触媒社製：ポリメントＮＫ－３５０）
で片面をプライマー処理したポリ塩化ビニルフィルム（厚さ＝１００μｍ）とし、表２に
示す共重合体１００重量部に対し、イソシアナート系架橋剤（トリメチロールプロパンア
ダクトトリレンジイソシアナート）２．６重量部（固形分比）を添加した粘着剤組成物に
用いたこと以外は、上記実施例１～８及び比較例１と同様にして粘着シートを作成した。
　耐酸性雨クリヤー塗料を施した塗装鋼板に対する剥離粘着力の結果を表２に記載する。
【００３４】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
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【００３５】
　本発明による粘着シートは、一般の粘着シーとして使用可能であることは勿論のこと、
特には、耐酸性雨塗膜を表面に有する被着体（例えば、自動車用の耐酸性雨上塗り塗膜）
に対して優れた接着力を有するので、耐酸性雨上塗り塗膜用の粘着テープとして有用であ
る。



(13) JP 4792201 B2 2011.10.12

10

フロントページの続き

    審査官  中根　知大

(56)参考文献  特開平０５－３２０６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２００２２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９４３１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０９６０１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｊ　１／００－２０１／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

